
 

 

「
１
０
％
引

き
下
げ
の
特
例
条
例
は
３
年
間
（
平
成
２
８
年
１
０
月
）
延
長
す
る
条
例
が
可
決
さ
れ
、
市
民
公
約
と
な

っ
て
い
る
。

今
そ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
十
分
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
へ
い 
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先
の
全
員
協
議
会
で
、
３
月
議
会
の
日
程
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
会
期
は
５
月
２
９
日
か
ら

６
月
１
９
日
ま
で
の
２
２
日
間
と
さ
れ
ま
し
た
。
執
行
部
か
ら
の
提
案
は
２
５
件
、
議
員
発
議

と
し
て
「
米
原
市
議
会
の
議
員
報
酬
の
額
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
」
を
提
出

す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
可
決
す
れ
ば
７
月
か
ら
一
般
議
員
は
３
万
円
増
額
し
ま
す
。

議
会
運
営
協
議
会
で
の
議
案
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
委
員
会
審
査
を
省
略
し
て
本
会
議
で
即
決

す
る
と
し
て
５
月
２
９
日
の
本
会
議
冒
頭
で
の
採
決
を
行
う
と
の
報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。 

戦
争
法
案
に
反
対
す
る
講
演
会
（
米
原
革
新
懇
主
催
）
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

日
時 

２
０
１
５
年
５
月
２
４
日
（
日
）
１
４
時 

場
所 

米
原
公
民
館
３
階
３
Ａ
研
修
室 

講
師 

高
橋
陽
一
弁
護
士
（
彦
根
共
同
法
律
事
務
所
） 

「
戦
争
へ
の
道
に
ス
ト
ッ
プ
を
―
平
和
安
全
法
制
と
い
う
欺
瞞
」 

※
参
加
費
は
無
料
で
す
。 

３
月
議
会
日
程
決
ま
る 

５
月
２
０
日(

水)

議
会
告
示
・
全
員
協
議
会 

５
月
２
６
日(

火)

一
般
質
問
・
総
括
質
疑
締
切 

５
月
２
９
日(

金)

全
協
・
開
会
・
議
案
上
程 

６
月
２
日
（
火
）
一
般
質
問 

６
月
３
日
（
水
）
一
般
質
問 

６
月
８
日
（
月
）
産
業
建
設
常
任
委
員
会 

６
月
９
日
（
火
）
総
務
教
育
常
任
委
員
会 

６
月
１
０
日(

水)

健
康
福
祉
常
任
委
員
会 

６
月
１
９
日(

金) 

最
終
日
・
採
決
・
閉
会 

２
９
日
の
本
会
議
お
よ
び
６
月
２
・
３
日
の

一
般
質
問
の
傍
聴
・
Ｚ
Ｔ
Ｖ
で
の
視
聴
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
「
戦
争
法
案
反
対
」

の
意
見
書
は
２
９
日
に
提
出
予
定
。 

な
ぜ
今
、
議
員
報
酬
の
引
き
上
げ
か 

共
産
党
議
員
団
は
断
固
反
対 

今
回
の
議
員
報
酬
引
上
げ
条
例
（
特
例
廃
止

条
例
）
の
提
案
者
は
滝
本
議
員
（
清
風
ク
ラ
ブ
）
、

賛
成
者
は
吉
田
議
員
（
政
策
研
究
会
マ
イ
バ
ラ
）

で
す
。
趣
旨
説
明
は
本
会
議
冒
頭
で
さ
れ
ま
す

の
で
、
十
分
な
条
例
の
趣
旨
は
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
２
０
１
３
年
９
月
の
議
会
で
共
産
党
議
員

団
の
特
例
条
例
（
１
０
％
引
き
下
げ
）
２
年
間

延
長
の
提
案
を
撤
回
さ
せ
、
総
意
で
３
年
間
延

長
（
２
０
１
６
年
１
０
月
ま
で
）
を
条
例
化
し

た
も
の
で
す
。
今
回
は
そ
の
３
年
延
長
の
条
例

を
廃
止
し
て
、
議
員
報
酬
を
引
き
上
げ
よ
う
と

す
る
条
例
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
自
分
た
ち
で

作
っ
た
条
例
す
ら
十
分
な
議
論
せ
ず
廃
止
す

る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
市
民
に
対
す
る
説

明
責
任
が
果
た
せ
な
い
と
、
日
本
共
産
党
議
員

団
は
、
反
対
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
議
案
の
審
査
方
法
を
審
議
す
る
議

会
運
営
委
員
会
で
委
員
会
付
託
を
行
わ
ず
、
本

会
議
で
即
決
す
る
と
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
も
、
共
産
党
議
員
団
は
、
委
員
会
審
査

を
行
う
べ
き
と
の
主
張
を
し
ま
し
た
。
ま
た
全

員
協
議
会
の
席
上
、
同
一
会
派
の
保
守
系
議
員

か
ら
も
委
員
会
審
査
な
ど
を
行
い
、
慎
重
審
議

を
求
め
る
声
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。 

期間 
報酬額（単位・千円） 

改正条例 提案者 議決日 議決結果 備考 
議長   副議長  議員 

H17.2~H17.10 295 220 200 合併在任特例     

H17.11~H21.10 350 270 250 報酬増額 市長 H17.9.27 可決  

H21.11~H23.10 400 330 300 報酬増額 市長 H21.3.27 可決 
報酬審議会 

※現在の本条例 

〃 350 270 250 

１年据え置き特例 総務常任委員会 H21.3.27 可決 
共産党・元に戻す

条例否決 

１年据え置き特例 北村喜代隆議員 H21.12.15 可決 
共産党・元に戻す

条例否決 

H23.11~H25.10 360 297 270 
10%引下げ特例

（任期まで） 
堀川議員 H23.9.5 可決 

共産党・元に戻す

条例否決 

H25.11~H28.10 360 297 270 
10%減・2年延長 共産・清水議員 H25.9.2 撤回  

10%減・3年延長 総務教育常任委 H25.9.24 可決 ※現在の実報酬 

 

米原市議会議員報酬の推移 


